
への委任要件に該当する悪質な滞納事務所に対
しては、国税庁に委任する仕組みを適切に活用
する。
給付事務については、年金給付の請求書を受
け付けてから年金が決定され、年金証書が請求
者の方々に届くまでの所要日数を設定した
「サービススタンダード」の達成状況を適切に
把握し、引き続き迅速な事務処理を推進する。
この他、お客様と直接接する年金事務所等第
一線の職員からの要望等に基づく業務運営の効
率化や年金相談の充実、お客様サービスの向
上、業務の公正性・透明性の確保などの取組を
進めることとしている。

（4）自助努力による高齢期の所得確保への支援
ア　企業年金制度等の整備
AIJ問題を契機として顕在化した厚生年金基
金等をめぐる課題について、社会保障審議会年
金部会の下に設置した「厚生年金基金制度に関
する専門委員会」の意見書をもとに、平成25
年の通常国会に公的年金制度の健全性及び信頼
性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改
正する法律案を提出する。

イ　退職金制度の改善
社外積立型の退職金制度を導入する等の改善
を促進するとともに、中小企業における退職金
制度の導入を支援するため、中小企業退職金共
済制度の普及促進等の施策を推進する。

ウ　高齢期に備える資産形成等の促進
勤労者財産形成貯蓄制度の普及等を図ること
により、高齢期に備えた勤労者の自助努力によ
る計画的な財産形成を促進する。
また、認知症高齢者等の財産管理の支援等に
資する成年後見制度について周知する。

2　健康・介護・医療等分野に係る基本
的施策

（1）健康づくりの総合的推進
ア　生涯にわたる健康づくりの推進
健康寿命の延伸や生活の質の向上を実現し、
健やかで活力ある社会を築くため、がんなど生
活習慣病の一次予防に重点を置いた対策として
平成12年度から進めてきた「21世紀における
国民健康づくり運動（健康日本21）」が平成24
年度で終了することから、平成23年10月にと
りまとめた最終評価を基に「厚生科学審議会地
域保険健康増進栄養部会」などで議論を行い、
平成24年7月に今後10年間の国民健康づくり
運動を推進するため、健康を支え、守るための
社会環境の整備に関する具体的な目標等を明記
した健康日本21（第二次）を告示した。
健康日本21（第二次）に基づき、地方公共
団体、関係団体、企業などと連携し、健康づく
りの取組の普及啓発を推進する「Smart Life 
Project」を引き続き実施していく。
さらに、健康な高齢期を送るためには、壮年
期からの総合的な健康づくりが重要であるた
め、市町村が健康増進法に基づき実施している
健康教育、健康診査、機能訓練、訪問指導等の
健康増進事業の一層の推進を図る。
また、高齢化の進展等により今後も医療費の
増加が見込まれる中で、国民皆保険を堅持して
いくためには、必要な医療は確保しつつ、効率
化できる部分は効率化を図ることが重要であ
り、特定健診等の生活習慣病対策など中長期的
な各般の取組を引き続き進めていく。
健康で活力に満ちた長寿社会を実現するた
め、「高齢者の体力つくり支援事業」として、
生活基盤の比重が仕事中心から地域社会へ大き
く移行する年齢層が、それぞれの適性や健康状
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態に応じて無理なく継続できる運動・スポーツ
プログラムの普及啓発を行うとともに、高齢者
の体力つくりに係るシンポジウムを開催する。
「第2次食育推進基本計画」に基づき、家庭、
学校・保育所、地域等における食育の推進、食
育推進運動の全国展開、生産者と消費者の交流
促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化、
食文化の継承のための活動への支援、食品の安
全性の情報提供等を実施する。
高齢受刑者で日常生活に支障がある者の円滑
な社会復帰を実現するため、引き続きリハビリ
テーション専門スタッフを配置する。

イ　健康づくり施設の整備等
一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設
を「運動型健康増進施設」、「温泉利用型健康増
進施設」及び「温泉利用プログラム型健康増進
施設」として認定し、健康を増進するための民
間サービスの振興を図る。
また、散歩や散策による健康づくりにも資す
る取組みとして、地方公共団体等のまちづくり
と一体となった「かわまちづくり」の推進を図
る。
そのほかに、国有林野では、優れた自然景観
を有し、森林浴や自然観察、野外スポーツ等に
適した「レクリエーションの森」において、利
用者ニーズに対応した施設整備等を行い、レク
リエーションの場の提供を図る。
国立公園においては、主要な利用施設である
ビジターセンター、園路、公衆トイレ等につい
てバリアフリー化を推進するなど、高齢者にも
配慮した自然とのふれあいの場の整備を実施す
る。
都市公園においては、健康づくりの様々な活
動が広く行われるよう高齢者等にも配慮した整
備を推進する。

ウ　介護予防の推進
要介護状態等になることを予防し、要介護状
態等になった場合でもできるだけ地域において
自立した日常生活を営むことができるよう支援
するため、地域支援事業を推進するとともに、
日常生活圏域で高齢者の生活の継続性が確保で
きるように、建物等の改修等により、介護予防
サービス提供のための拠点整備を行う。
また、自立支援に効果の高い支援手法を明ら
かにする観点から、平成24年度から2年間かけ
て、13の自治体と協働して、二次予防事業対象
者、要支援1から要介護2までの者を対象とし
て、介護予防市町村強化推進事業を実施する。

（2）介護保険制度の着実な実施
高齢者が住み慣れた地域で生活し続けること
を可能とするために医療、介護、予防、住ま
い、生活支援サービスを一体的に提供する地域
包括ケアシステムの基盤を強化する観点から、
平成24年4月の介護報酬改定で、在宅サービス
の充実と施設の重点化、自立支援型サービスの
強化と重点化、医療と介護の連携・役割分担、
介護人材の確保とサービスの質の向上を柱とす
る改定を行った。
また、近年の介護サービスを巡っては、介護
従事者の離職率が高く、人材確保が困難である
といった状況にあるため、第169回国会で「介
護従事者等の人材確保のための介護従事者等の
処遇改善に関する法律」（平成20年法律第44号）
が成立し、平成21年度介護報酬改定において、
プラス3.0％の介護報酬改定を行い、平成21年
度第一次補正予算において、平成23年度まで
の間介護職員（常勤換算）1人当たり平均月額
1.5万円の賃金引き上げに相当する介護職員処
遇改善交付金により介護職員の処遇改善に取り
組んできた。平成24年度介護報酬改定におい
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ても、プラス1.2％の改定を行い、これまでの
処遇改善の取組が確実に継続されるよう、「介
護職員処遇改善加算」を創設するなど、引き続
き、これらの取組を着実に実施し、介護従事者
の処遇改善を図る。

（3）介護サービスの充実
ア　必要な介護サービスの確保
平成25年度においては、地域住民が可能な
限り、住み慣れた地域で介護サービスを継続
的・一体的に受けることのできる体制（地域包
括ケアシステム）の実現を目指すため、訪問介
護と訪問看護が密接に連携した「定期巡回・随
時対応サービス」や、小規模多機能型居宅介護
と訪問看護の機能をあわせ持つ「複合型サービ
ス事業所」等の在宅サービス拠点の充実や、
サービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住ま
いの整備等を進める。
また、認知症の人や要介護高齢者等に対する
住まい、医療、介護、予防、生活支援のサービ
スが一体的に提供される地域包括ケアシステム
の構築を全国的に推進していくための手法とし
て、全国の自治体に「地域ケア会議」の普及・
定着を図る。
地域における高齢者支援の中核を担う地域包
括支援センターでは、医療、介護の専門家など
多職種が協働して個別事例のケア方針を検討
し、高齢者の自立支援、認知症の人の地域支援
等を推進するための「地域ケア会議」を実施
し、市町村では地域課題の解決に向けた資源開
発・政策形成等を行うための「地域ケア会議」
を実施する。また国においては、「地域ケア会
議」の運営ノウハウの蓄積、人材育成、体制づ
くり等を推進する事業を実施する。
あわせて、介護人材の確保のため、介護労働
者の雇用管理改善や人材の参入促進に取り組

む。具体的に介護労働者の雇用管理改善につい
ては、労働環境の改善に役立つ介護福祉機器・
雇用管理制度を導入する事業主への助成措置
や、介護労働者の雇用管理全般に関する雇用管
理責任者への講習を引き続き実施する。人材の
参入促進を図る観点からは、介護に関する専門
的な技能を身につけられるようにするための離
職者訓練の充実を図るとともに、全国の主要な
ハローワークに設置する「福祉人材コーナー」
において、きめ細かな職業相談・職業紹介、求
人者への助言・指導等を実施することに加え、
「福祉人材コーナー」を設置していない主要な
ハローワークにおいても、福祉分野の職業相談・
職業紹介、職業情報の提供及び「福祉人材コー
ナー」への利用勧奨等の支援を実施していく。
また、今後の介護人材のキャリアパスを簡素
で分かりやすいものにするため、ホームヘル
パー研修の体系を見直し、在宅・施設を問わず
必要となる基本的な知識・技術を修得する「介
護職員初任者研修」を創設した。
平成24年度に引き続き、都道府県・市区町
村、介護事業者、関係機関・団体等の協力を得
つつ、「介護の日」に合わせ、国民への啓発の
ための取組を重点的に実施する。

イ　介護サービスの質の向上
介護保険制度の運営の要である介護支援専門
員（ケアマネジャー）の資質の向上を図るた
め、引き続き、実務研修及び現任者に対する研
修を体系的に実施する。なお、研修水準の平準
化を図るため、実務研修の指導者用のガイドラ
インを策定し周知する。また、地域包括支援セ
ンターにおいて、介護支援専門員に対する助
言・支援や関係機関との連絡調整等を行い、地
域のケアマネジメント機能の向上を図っていく。
また、高齢者の尊厳の保持を図る観点から、
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特別養護老人ホームにおけるプライバシーの保
護に配慮するとともに、介護従事者等による高
齢者虐待の防止に向けた取組を推進していく。
平成24年4月より、一定の研修を受けた介護
職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の行為
を実施できることとなった。平成25年度にお
いては、引き続き各都道府県と連携のもと、研
修等の実施を推進し、サービスの確保、向上を
図っていく。

ウ　認知症高齢者支援施策の推進
今後、高齢者の増加に伴い認知症の人は更に
増加することが見込まれていることから、平成
24年9月に公表された「認知症施策推進5か年
計画」の着実な実施を図り、全国の自治体で、
認知症の人とその家族が安心して暮らしていけ
る支援体制を計画的に整備する。
具体的には、①標準的な認知症ケアパスの作
成・普及、②早期診断・早期対応、③地域での
生活を支える医療サービスの構築、④地域での
生活を支える介護サービスの構築、⑤地域での
日常生活・家族支援の強化、⑥若年性認知症施
策の強化、⑦医療・介護サービスを担う人材の
育成の7つの視点に立って施策を推進する。
こうした施策の推進により、認知症高齢者が
できる限り住み慣れた地域のよい環境で生活で
きるような体制をつくる。

（4）高齢者医療制度の改革
ア　高齢者医療制度について
平成20年度に創設された新たな高齢者医療
制度は、施行から6年目に入り、概ね定着しつ
つある。
今後も高齢者の増加等により医療費の増大が
見込まれる中、高齢者が将来にわたり安心して
医療を受けられるよう、その医療給付費を世代

間・世代内の公平に留意しつつ支えていくた
め、医療保険制度の財政基盤の安定化、保険料
に係る負担の公平等とともに、今後の高齢者医
療制度について、社会保障制度改革国民会議の
議論等を踏まえ検討していく。

イ　地域における包括的かつ持続的な在宅医
療・介護の提供
国民が、可能な限り住み慣れた地域で療養す
ることができるよう、地域包括ケアシステムの
実現を目指し、医療・介護が連携して必要な支
援を提供する必要がある。
平成25年度からの医療計画に、新たに「在
宅医療について達成すべき目標、医療連携体
制」等を明記すべきとされたことを踏まえ、地
域医療再生基金を活用し、各都道府県が行う取
り組みを支援する。また、地域において多職種
がチームとして協働し、在宅医療・介護を提供
する体制を構築するため、平成24年度より都
道府県及び市町村単位で育成した人材が、地域
で在宅医療・介護に関係する多職種を対象とし
て行う研修を支援していく。

（5）住民等を中心とした地域の支え合いの仕
組み作りの促進

ア　地域の支え合いによる生活支援の推進
住民参加による地域づくりを通じて、地域住
民の社会的孤立を防ぎ、誰もが社会との「絆」
を感じながら、安心して生活できる基盤を構築
していくため、平成21年度より実施している
「安心生活創造事業」の基本理念（抜け漏れの
ない把握、漏れのない支援、自主財源の確保）
を引き継ぐとともに、これまでの安心生活創造
事業の成果・課題を踏まえ、分野横断的な相談
支援体制の構築や権利擁護の推進等を実施する
総合的な取組へと拡充した「安心生活基盤構築
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事業」を実施する。また、地域の支え合いを推
進するため、地域福祉等推進特別支援事業にお
いて、高齢者等の地域社会における今日的課題
の解決を目指す先駆的・試行的取組を行う自治
体等への支援を行う。
さらに、「寄り添い型相談支援事業」として、
ワンストップで電話相談を受け、必要に応じ
て、具体的な解決につなげるための面接相談、
同行支援を行う事業を実施する。

イ　地域福祉計画の策定の支援
福祉サービスを必要とする高齢者を含めた地
域住民が、地域社会を構成する一員として日常
生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する機会が与えられるよう地
域福祉の推進に努めている。このため、福祉
サービスの適切な利用の推進や福祉事業の健全
な発達、地域福祉活動への住民参加の促進等を
盛り込んだ地域福祉計画の策定の支援を引き続
き行う。

3　社会参加・学習等分野に係る基本的
施策

（1）社会参加活動の促進
ア　高齢者の社会参加活動の促進
（ア）高齢者の社会参加と生きがいづくり
高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、
地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織で
ある老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う
地域の高齢者の社会参加活動を支援する。ま
た、国民一人一人が積極的に参加し、その意義
について広く理解を深めることを目的とした
「全国健康福祉祭（ねんりんピック）」を平成
25年10月に高知県で開催する。
また、高齢者の社会参加による生きがいづく

りを促進するため、高齢者の生涯学習に関する
研究成果や各地域の先進的な取組事例等を活用
した研究協議会を開催する。
さらに、学校の教育活動を支援する「学校支
援地域本部」や、放課後や週末等に学校の余裕
教室等を活用して、学習・体験・交流活動等を
提供する「放課後子ども教室」、家庭教育に関
する学習機会の提供等を行う「家庭教育支援」
などを一体的・総合的に推進することなどによ
り、高齢者を含む幅広い世代の地域住民の参画
による地域全体で子どもを育む環境づくりを支
援する。
また、企業退職高齢者等が、地域社会の中で
役割を持っていきいきと生活できるよう、有償
ボランティア活動による一定の収入を得ながら
自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動
を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス
基盤となる活動を促進する「高齢者生きがい活
動促進事業」を実施する。
ユニバーサルツーリズムに適した商品等の認
定制度の検討、協議会等による受入体制強化、
具体的な効用の検証やシンポジウムを通じた普
及啓発等により、ユニバーサルツーリズムの更
なる定着・普及を図る。

（イ）高齢者の海外支援活動の推進
豊富な知識、経験、能力を有し、かつ途上国
の社会や経済の発展に貢献したいというボラン
ティア精神を有する中高年齢者が、海外技術協
力の一環として、途上国の現場で活躍できるよ
う、シニア海外ボランティア事業を独立行政法
人国際協力機構を通じ引き続き推進する。ま
た、団塊の世代の人々の知見を本事業に活用す
べく情報提供、派遣形態・期間の多様化など参
加しやすい環境を整備する。
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